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 この「業務仕様書（以下「仕様書」）という。」は、岩手県（以下「県」という。）が実施

する「令和７年度北いわて生成 AI 活用人材育成業務」（以下「本業務」という。）に係る委

託候補者の選定に関して、県が契約する事業者（以下「受託者」という。）に要求する本業

務の概要や仕様を明らかにし、プロポーザルに参加しようとする者の提案に具体的な指針

を示すものである。 

 

１ 業務の概要 

(1) 名称 

 令和７年度北いわて生成 AI 活用人材育成業務 

(2) 目的 

 人手不足が進む北いわてにおいて、一人あたりの生産性や付加価値の向上が

見込める対話型生成 AI の導入を進めるために、対話型生成 AI の特徴を理解し、

日々の業務に活用することができる人材を育成することを目的とする。 

(3) 委託期間 

 委託契約締結日から令和８年２月 27 日(金)まで 

(4) 委託料の上限額 

 1,791 千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 業務の内容 

(1) 研修の実施 

ア 研修の対象者 

 北いわて（久慈市、二戸市、八幡平市、葛巻町、岩手町、岩泉町、田野畑

村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町及び一戸町の 13 市町村）に所在

する企業及び団体等の経営者及び担当者を対象とする。 

 対象者のレベルは、初級者から中級者とし、具体的にはイに示す。 

イ カリキュラム 

 カリキュラムは、受講者の興味関心や対話型生成 AI の利用状況に合わせ

て、複数用意する。また、受講者が自身の業務において具体的に利用するイメ

ージが湧くものとし、演習を盛り込むこと。 

 初級者向けは、chatGPT などの生成 AI に関心があるものの、生成 AI を使っ

たことがない者及び生成 AI で何ができるのか分からない者などを対象とす

る。研修の目標は、業務の補助として chatGPT などの生成 AI を利用すること

ができるようになる（検索代替、アイディア出し、メール文面作成など）こと

である。 

 中級者向けは、業務の補助として chatGPT などの生成 AI を利用している者

及び利用することができる者を対象とする。研修の目標は、生成 AI に指示を

出すことで、自身が担う個別の業務（タスク）を生成 AI に代替（アウトソー

ス）できるようになることである。ここで、個別の業務（タスク）とは、例え

ば、会議や打ち合わせの記録作成、チラシ作成を想定するが、内容及び講座数

は、自由提案とする。 
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表１：カリキュラムの整理 

 初級者向け 

（初級講座） 

中級者向け 

（中級講座） 

対象者 

chatGPT などの生成 AI に関心が

ある。ただし、生成 AI を使った

ことがない／生成 AIで何ができ

るのか分からない、などの者。 

業務の補助として、chatGPT など

の生成 AIを利用している者及び

利用することができる者。 

目 標 

業務の補助として、chatGPT など

の生成 AIを利用することができ

るようになる（検索代替、アイデ

ィア出し、メール文面作成な

ど）。 

生成 AI に指示を出すことで、自

身が担う個別の業務（タスク）を

生成 AI に代替（アウトソース）

できるようになる。 

個別の業務（タスク）とは、例え

ば、会議や打ち合わせの記録作

成、チラシ作成などである。 

 

図２：カリキュラム構成のイメージ（1 セット） 

 

ウ 実施地域及び実施回数 

 イに示す「初級者向け」と「中級者向け」のカリキュラムを組み合わせて１

セットとし、二戸地域と久慈地域でそれぞれ１セットずつ開催する。具体的な

回数や講座数は提案事項とする。 

表２：実施地域及び実施回数のイメージ 

二戸地域 久慈地域 

  

初級講座

例：生成AIを使ってみよう

中級講座１

例：記録作成を任せる

中級講座２

例：チラシ作成を任せる

……

初級

中級１

中級２

……

初級

中級１

中級２

……
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エ その他の仕様 

① 研修に利用する対話型生成 AI は、無償版を使用とし、原則として Open AI

社による「chat GPT」を扱う。ただし、このことは研修において他の対話型

生成 AI の紹介、利用及び比較等を行うことを妨げない。 

② 研修の受講者は、自身のパソコンを持参して演習等を行うものとする。 

③ 受託者は、研修受講者が利用するインターネット環境を用意するものとす

る（会場の環境の利用、モバイルルーターの用意など、方法は問わない。）。 

④ 受託者は、カリキュラムの策定、研修資料の作成、会場の手配、研修の周

知、受講者の募集・連絡、当日の運営及びアンケートの実施など、研修の企

画運営の一切を行う。 

⑤ その他の仕様は自由提案とし、県との協議により実施する。 

(2) 研修受講者のフォロー 

ア 定期的な情報提供 

 生成 AI の技術進歩が著しいことを考慮して、研修受講後も生成 AI に関する

情報を、メール等により受講者に対して定期的に提供する。 

イ その他のフォロー 

 その他、受講者及び受講者が所属する企業等が、研修受講後に実際の業務で

生成 AI を活用できるようフォローを行う。その内容は自由提案とし、県との

協議により決定する。 

(3) アンケートの実施 

 研修受講者に対して、研修満足度及び所属企業等における対話型生成 AI の利

用状況等を調査するアンケートを実施する。 

(4) 実績報告書の作成 

 (1)から(3)までの実施結果をまとめた実績報告書を作成し、県に提出する。 

 

３ 契約に関する条件等 

 (1) 再委託等の制限 

ア 受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは制作等のうち監理業務部分を

一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

イ 受託者は、監理業務を除く本業務の一部を第三者に委託することができるが、事前

に県に対し書面にて、再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に

対する監理方法等必要事項を協議しなければならない。 

また、受託者が委託する第三者についても、「企画提案実施要領」中、「３ プロポ

ーザル参加者の資格に関する事項」に定める参加資格の要件(2)から(8)に準じること。 

(2) 再委託の相手方 

受託者は、(1)イにより本業務の一部を第三者に委託する場合には、当該委託の相

手方を岩手県内に主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めるとともに、

可能な限り、障がい者の雇用又は社会参加が図られるよう、配慮するものとする。 

 (3) 業務履行に係る関係人に関する措置要求 

ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、そ
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の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

イ 県は、(1)イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当

と認められるものがあるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、

必要な措置をとるよう請求することができる。 

ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必

要な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に県に対して書面で通

知しなければならない。 

 (4) 権利の帰属等 

    本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有

権等に関しては、委託料の支払が完了したときをもって受託者から県に移転すること

とする。 

 (5) 機密の保持 

   受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第

三者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。 

 (6) 個人情報の保護 

受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関

する法律（平成 15 年法律第 57 号）を遵守しなければならない。 

 

 


